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（別記 19） 

 

アルコール関連問題に取り組む民間団体支援事業 

 

１ 目的 

アルコール健康障害対策推進基本計画等に沿って、アルコール依存症を含むアルコー

ル関連問題（以下「アルコール関連問題」という。）を抱える当事者が健康的な生活を

営むことができるよう、アルコール関連問題の改善に取り組む民間団体の活動を支援す

る。 

 

２ 実施主体 

都道府県、指定都市、中核市、特別区及びその他保健所設置市並びに都道府県、指定

都市、中核市、特別区及びその他保健所設置市が適当と認めた団体 

 

３ 対象者 

アルコール関連問題の改善に取り組む民間団体 

（注１）民間団体には、アルコール関連問題を抱える当事者やその家族により構成され、

代表者を決めていない共同体も含む。 

（注２）薬物依存症、ギャンブル等依存症に関する問題に取り組む民間団体については、

それぞれ別途、別紙２の別記 18 または別記 19 の対象とする。 

                別記 20      別記 21 

４ 事業内容 

（１）ミーティング活動 

アルコール関連問題を抱える者やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交

換ができる交流活動を支援する。 

（例：ミーティング会場の提供など） 

（２）情報提供 

アルコール関連問題を抱える者やその家族の問題の解決に資する情報提供を行う。 

（例：医療、保健、行政等の専門機関の情報提供など） 

（３）普及啓発活動 

アルコール関連問題に関するの普及啓発活動を支援する。 

（例：アルコール関連問題の理解を促進する刊行物出版の費用援助など） 

（４）相談活動 

アルコール関連問題の相談を受ける活動を支援する。 

（例：自助団体に対する相談技術の援助、相談活動の会場の提供など） 
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（別記 20） 

 

薬物依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業 

 

１ 目的 

薬物依存症を抱える当事者が健康的な生活を営むことができるよう、薬物依存症に関

する問題の改善に取り組む民間団体の活動を支援する。 

 

２ 実施主体 

都道府県、指定都市、中核市、特別区及びその他保健所設置市並びに都道府県、指定

都市、中核市、特別区及びその他保健所設置市が適当と認めた団体 

 

３ 対象者 

薬物依存症に関する問題の改善に取り組む民間団体 

（注１）民間団体には、薬物依存症を抱える者やその家族により構成され、代表者を決

めていない共同体も含む。 

（注２）アルコール依存症、ギャンブル等依存症に関する問題に取り組む民間団体につ

いては、それぞれ別途、別紙２の別記 17 または別記 19 の対象とする。 

                   別記 19    別記 21 

４ 事業内容 

（１）ミーティング活動 

薬物依存症を抱える者やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換ができ

る交流活動を支援する。 

（例：ミーティング会場の提供など） 

（２）情報提供 

薬物依存症を抱える者やその家族の問題の解決に資する情報提供を行う。 

（例：医療、保健、行政等の専門機関の情報提供など） 

（３）普及啓発活動 

薬物依存症に関する普及啓発活動を支援する。 

（例：薬物依存症の理解を促進する刊行物発行の費用援助など） 

（４）相談活動 

薬物依存症に関する問題の相談を受ける活動を支援する。 

（例：自助団体に対する相談技術の援助、相談活動の会場の提供など） 
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（別記 21） 

 

ギャンブル等依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業 

 

１ 目的 

ギャンブル等依存症を抱える当事者が健康的な生活を営むことができるよう、ギャン

ブル等依存症に関する問題の改善に取り組む民間団体の活動を支援する。 

（注）「ギャンブル等」には、パチンコ・パチスロなどの遊技を含む。 

 

２ 実施主体 

都道府県、指定都市、中核市、特別区及びその他保健所設置市並びに都道府県、指定

都市、中核市、特別区及びその他保健所設置市が適当と認めた団体 

 

３ 対象者 

ギャンブル等依存症に関する問題の改善に取り組む民間団体 

（注１）民間団体には、ギャンブル等依存症を抱える者やその家族により構成され、代

表者を決めていない共同体も含む。 

（注２）アルコール依存症、薬物依存症に関する問題に取り組む民間団体については、

それぞれ別途、別紙２の別記 17 または別記 18 の対象とする。 

               別記 19   別記 20 

４ 事業内容 

（１）ミーティング活動 

ギャンブル等依存症を抱える者やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交

換ができる交流活動を支援する。 

（例：ミーティング会場の提供など） 

（２）情報提供 

ギャンブル等依存症を抱える者やその家族の問題の解決に資する情報提供を行う。 

（例：医療、保健、行政等の専門機関の情報提供など） 

（３）普及啓発活動 

ギャンブル等依存症に関する普及啓発活動を支援する。 

（例：ギャンブル等依存症の理解を促進する刊行物発行の費用援助など） 

（４）相談活動 

ギャンブル等依存症に関する問題の相談を受ける活動を支援する。 

（例：自助団体に対する相談技術の援助、相談活動の会場の提供など） 

 

 

 

 


